




○：利用可能
×：利用禁止

用 途
由来動物※１

飼料

牛用※５ 豚用 鶏用 養魚用

牛

肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉

× × ×
○

血粉、血しょうたん白

ＳＲＭ※２及び死亡牛 ×

めん羊
山羊

肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉

× × ×
× →  ○

血粉、血しょうたん白

ＳＲＭ※３及び死亡めん山羊 ×

馬
肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉 × × × × →  ○

血粉、血しょうたん白 × ○ ○ ○

豚※４
肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉 × ○ ○ ○

血粉、血しょうたん白 × ○ ○ ○

鶏
肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、羽毛粉 × ○ ○ ○

血粉、血しょうたん白 × ○ ○ ○

魚 魚粉 × ○ ○ ○

※１ 表中にない動物種（例：しか）は、飼料原料として利用できない
※２ 牛のSRM：（全月齢）扁桃、回腸遠位部 （30か月齢超）頭部[脳、眼など）、脊髄、脊柱
※３ めん山羊のＳＲＭ： （全月齢）脾臓、回腸 （12か月齢超）頭部[脳、眼など]、脊髄
※４ 豚にはイノシシを含む
※５ 「牛用」には、牛、めん山羊、しか用飼料が含まれる

動物由来たん白質に関する飼料規制の見直し（案）

国内で製造されるめん山羊・馬由来肉骨粉等の養魚用飼料としての利用を再開する
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